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  目      次  
    

   告  示 

 ○県営住宅に係る家賃の収納事務の委託                １ 

 ○富山県総合体育センターの利用料金の額等についての一部改正      

   公  告 

 ○公共測量の実施                          ２ 

 ○神通川地域森林計画の樹立                     ３ 

 ○庄川地域森林計画の変更                      ４ 
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第449号 

   県営住宅に係る家賃の収納事務の委託について 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 158条第１項の規定により、富山県 

営住宅条例（昭和35年富山県条例第14号）別表に掲げる県営住宅に係る家賃の収納 

の事務を次の者に委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和３年11月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 東京都新宿区大久保二丁目７番17号 

 弁護士法人子浩法律事務所 代表弁護士 小林浩丈 

 

 

富山県告示第450号 

   富山県総合体育センターの利用料金の額等についての一部改正につい    

   て 

 富山県総合体育センターの利用料金の額等について（平成25年富山県告示第 150 

号）の一部を次のように改正し、公表の日から施行する。 

毎週月.水.金曜日発行 
令和３年11月12日 

金 曜 日 
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  令和３年11月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 １の表中体育室の項中 
 
｢ 
中体育室 照明設備 750ルクス １時間 630 

｣ 

を 
 
｢ 
中体育室 照明設備 750ルクス １時間 630 

 
 
 冷暖房設備 １時間 2,890 

｣ 

に改める。 

                           （スポーツ振興課）  
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公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 

定により、国土交通省北陸地方整備局富山河川国道事務所長から次のとおり公共測 

量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和３年11月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（３級、４級基準点測量） 

２ 作業期間 

  令和３年11月１日から令和３年12月20日まで 

３ 作業地域 

  富山市猪谷地内 

 

 

公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 
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定により、国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所長から次のとおり公共測量を 

実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和３年11月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  水準測量 

２ 作業期間 

  令和３年10月18日から令和３年12月31日まで 

３ 作業地域 

  富山県富山市粟巣野～富山県中新川郡立山町芦峅寺 

 

 

神通川地域森林計画の樹立 

 森林法（昭和26年法律第 249号）第５条第１項の規定により神通川地域森林計画 

を立てるので、同法第６条第１項の規定により次のとおり公告し、当該計画の案を 

縦覧に供する。 

 なお、当該計画の案に意見がある者は、縦覧期間満了の日までに、知事に理由を 

付した文書をもって、意見を申し立てることができる。 

  令和３年11月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 森林計画区の名称 

  神通川森林計画区（富山市、魚津市、滑川市、黒部市、上市町、立山町、入善 

 町及び朝日町） 

２ 縦覧場所 

  富山県農林水産部森林政策課、富山農林振興センター森林整備課及び新川農林 

 振興センター森林整備課 

３ 縦覧期間 

  令和３年11月12日から同年12月６日まで 
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庄川地域森林計画の変更 

 森林法（昭和26年法律第 249号）第５条第５項の規定により庄川地域森林計画を 

変更するので、同法第６条第１項の規定により次のとおり公告し、当該計画の案を 

縦覧に供する。 

 なお、当該計画の案に意見がある者は、縦覧期間満了の日までに、知事に理由を 

付した文書をもって、意見を申し立てることができる。 

  令和３年11月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 森林計画区の名称 

  庄川森林計画区（高岡市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市及び射水市） 

２ 縦覧場所 

  富山県農林水産部森林政策課、高岡農林振興センター森林整備課及び砺波農林 

 振興センター森林整備課 

３ 縦覧期間 

  令和３年11月12日から同年12月６日まで 
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